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メタバース活用によるビジネス創出支援金支給要綱 

 

（通則） 

第１条 メタバース活用によるビジネス創出支援金（以下「支援金」という。）

の支給については、この要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この支援金は、メタバースを活用した事業を行う際に必要な費用の一

部を支援するものである。今後市場の拡大が予想されるメタバースを活用し

た事業に、福岡市内（以下「市内」という。）クリエイティブ関連事業者が挑

戦することで、新たなビジネス機会が創出され、市内クリエイティブ関連産業

が活性化することを目的とするものである。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。 

(1) メタバース  

多人数が参加可能であり、参加者がアバター（自分を模したキャラクター） 

を操作して自由に行動ができ、他の参加者との交流・物の販売やイベント等 

が開催される、インターネット上などに構築された仮想空間をいう。 

(2) クリエイティブ関連事業者 

映像、ゲーム、音楽、ファッション及びデザインを主要事業とする事業者

を意味する。 

 

（支援事業） 

第４条 支援金を支給する対象となる事業（以下「支援事業」という。）は、次

の各号のいずれにも該当する事業とする。 

(1) メタバースを活用し、事業拡大させることを目的とした事業であること。 

社内会議や研修等、企業内部などの限られた参加者での利用にとどまり、 

メタバースを広く公開することをしない事業は対象外とする。 

(2) 事業内容が法令及び公序良俗に反したものでないこと。 

(3) 宗教の教義を広め、儀式行為を行うこと及び信者を教化育成することを 

目的とした事業でないこと。 

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とし 

た事業でないこと。 

(4) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、 

またはこれらに反対することを目的とした事業でないこと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、本支援金の支給が不適当と認められない事 

   業であること。 
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（支援対象経費） 

第５条 本事業の支援対象となる経費（以下「支援対象経費」という。）は、別

表第１に掲げるものとする。ただし、次の号に該当する経費は対象外とする。 

(1) 国や県その他の団体等による事業から、補助金・交付金・負担金その他

の金銭の給付を受けている経費 

 

（支援金の額） 

第６条 支援金の額は、支援対象経費に２分の１を乗じて得た額又は 100 万円

のいずれか少ない額とし、予算の範囲内でクリエイティブ福岡推進協議会会長

（以下「会長」という。）が決定し、支給する。 

２ 前項の規定により算出した支援金の額に千円未満の端数が生じる場合は、

当該端数を切り捨てるものとする。 

 

（支援事業者） 

第７条 支援事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。なお、支援事

業者は公募により募集する。 

(1) 役員が福岡市暴力団排除条例（平成 22年福岡市条例第 30号。以下「暴 

排条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」 

という。）又は同条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）や 

暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

(2) 支援事業の運営について、暴力団や暴力団員又は暴力団や暴力団員と密 

接な関係を有する者の支配を受けていないこと。 

(3) 市内に会社法上の本店があるクリエイティブ関連事業者であること。 

(4) その他、支援金の趣旨に照らして適当でないと会長が判断するものでな

いこと。 

 

（応募受付期間） 

第８条 支援の応募受付期間は、令和５年４月 24 日から令和５年６月 14 日ま

でとする。 

 

（支援金の支給の申請） 

第９条 支援金の支給を申請する者（以下「申請者」という。）は第７条各号の

いずれにも該当する者又はその団体の代表の地位を有する者でなければなら

ず、第８条の応募期間内に次に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければな

らない。 

(1) 支援金申請書（様式第１号） 

(2) 誓約書（様式第２号） 

(3) 事業企画書 

(4) 収支予算書 

 (5) 運営体制図 
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 (6) 役員名簿（様式第３号） 

 (7) （法人の場合）登記事項証明書（写し可） 

 (8) （法人の場合）定款、規約等 

(9) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類 

２ 会長は、第１項に規定する書類に不備があると認められる場合は、申請者に

対して期限を定めた上で当該書類の是正又は補正を求めることができる。 

３ 支援金の申請は、１事業につき１件までとする。 

 

（事業予定者の選考） 

第 10条 申請者が提出した書類とプレゼンテーションに基づき、会長が設置す

る審査委員会において審査を実施する。支援事業者については、審査に基づき

クリエイティブ福岡推進協議会が決定する。 

２ 本事業の審査委員会は、メタバース活用によるビジネス創出支援に必要と

する事業の企画提案書及び審査会でのプレゼンテーションを審査することを

目的として、審査委員会を設置する。なお、委員については会長が指名するも

の。 

３ 評価は、別表２の評価項目毎に審査を行い、審査委員会の各委員が各々評価

した採点結果の合計を平均したものを当該提案者の得点とする。また、必要に

応じて、審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出を求めることがあ

る。 

４ 会長は、選考委員の報告を受け、事業者を決定するとともに、速やかに審査

結果を申請者に通知するものとする。 

 

（決定の通知） 

第 11条 会長は、前条に規定する申請があったときは選考を行い、支援金を支

給すべきと認めたときは、支援金支給決定通知書（様式第５号）により、速や

かにその決定の内容及びこれに付した条件を申請者に通知しなければならな

い。 

２ 会長は、支援金を支給することが不適当と認めたときは、支援金不支給決定

通知書（様式第６号）により速やかにその決定の内容を申請者に通知しなけれ

ばならない。 

 

 （債権譲渡の禁止） 

第 12 条 支援事業者は、第 11 条１項の規定に基づく支給決定によって生じる

権利の全部又は一部を会長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させて

はならない。 

 

（支援事業の変更） 

第 13条 支援事業者は審査会実施後、事業の基本方針、概要や目的を変更して

はならない。それ以外の経費の配分又は執行計画の変更（会長が認める軽微な
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変更を除く。)を行う場合、あるいは支援事業を中止し、又は延期する場合は、

あらかじめ会長に対して実施計画変更申請書（様式第７号）を提出し承認を受

けなければならない。 

２ 前項に規定する会長が認める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

(1) 事業計画の細部の変更であって、支援目的の達成に支障を来すことがな

く、支援金支給決定の是非や支援金の額に影響を与えないと会長が認める

もの。 

３ 会長は、第１項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る事項

を承認すべきものと認めたときは、第６条又は第 11条第１項の決定を変更す

ることができる。 

４ 支援事業者は、支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の

遂行が困難となった場合においては、すみやかに会長に報告してその指示を

受けなければならない。 

 

（実施報告等） 

第 14 条 支援事業者は、当該支援事業実施の日から 30 日以内に、事業実施報

告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、会長に提出しなければならな

い。 

（１）事業収支決算書（様式第９号） 

（２）支援対象経費に係る支出の確認ができる書類等 

（３）前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類等 

 

（支援金の額の確定等） 

第 15条 会長は、前条に規定する実施報告等を受けた場合においては、報告書

等の書類審査により、その報告に係る支援事業の成果が支援金の支給決定の

内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを事業実施調査確

認書（様式第 10号）により調査確認し、適合すると認めたときは、支給すべ

き支援金の額を確定し、支援金確定通知書（様式第 11号）により支援事業者

に通知しなければならない。 

 

（支援金の支給の時期） 

第 16条 支援金は、前条の規定により確定した額を支援事業の実施後に支給す

るものとする。 

２ 支援事業者は、前条の規定による支援金確定通知書を受領したときは、会長

が定める期日までに、支援金請求書兼口座振込依頼書（様式第 12号）を会長

に提出しなければならない。 

３ 会長は、前項の規定による支援金請求書兼口座振込依頼書が支援事業者よ

り提出されたときは、その内容を審査確認のうえ、支援事業者に対して支援金

の支給を行なわなければならない。 
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（決定の取消し） 

第 17条 会長は、支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると判明したとき

は、第６条又は第 11条第１項による決定の全部又は一部を取り消すことがで

きる。 

 (1) 支援事業が第４条に該当しないことが判明したとき 

 (2) 支援事業者が支援金の支給申請時において第７条に該当していないこ

とが判明したとき 

 (3) 申請書類、あるいは実施報告等の内容に虚偽があることが判明したとき 

 (4) 支援事業が当該支援対象期間中に完了しないことが判明したとき 

 (5) 偽りその他不正な手段によって支援金の支給決定を受けたとき 

 (6) 公序良俗に反する行為があると認められるとき 

 (7) 支援事業の実施に際し日本の法令に違反したとき 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、支援金の支給が不適当と会長が認めるとき 

２ 前項の規定は、第 15条の規定に基づき支給すべき支援金の額が確定した後

においても適用があるものとする。 

３ 会長は、支援事業を実施しないことが適当であると認めたときは、第６条又

は第 11条第１項による決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 会長は、第１項又は前項の規定に基づき取消しを決定したときは、支援金支

給決定取消通知書（様式第 13号）により支援事業者に通知しなければならな

い。 

５ 会長は、支援事業者が第１項第５号から第７号までに該当する場合、当該支

援事業者の名称及びその内容を公表することができる。 

 

（支援金の返還） 

第 18 条 会長は、前条第１項又は第 20 条第３項の規定に基づき支援金の支給

決定を取り消した場合において、支援事業者に対して既に支給した支援金が

あるときは、その全部又は一部の返還を請求しなければならない。 

２ 会長は、支援事業者に対して支援金の返還を請求するときは、支援金返還通

知書（様式第 14号）により、返還金額、返還理由及び返還期日を支援事業者

に通知しなければならない。 

 

 （加算金及び延滞金） 

第 19 条 支援事業者は、前条の規定により支援金の返還を請求されたときは、 

その請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該支 

援金の額につき年 10.95パーセントの割合で計算した加算金をクリエイティ 

ブ福岡推進協議会に納付しなければならない。ただし、加算金の金額が 10円 

未満であるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定の適用については、当該支援金が２回以上に分けて交付されて

いるときは、返還を請求された額に相当する支援金は、最後の受領の日に受領

したものとみなし、当該返還を請求された額がその日に受領した額をこえる
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ときは、当該返還を請求された額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受

領の日において受領したものとみなす。 

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、支援

事業者の納付した金額が返還を請求された支援金の額に達するまでは、その

納付金額は、まず当該返還を請求された支援金の額に充てられたものとする 

４ 支援事業者が支援金の返還を請求され、これを納期日までに納付しなかっ

たときは、福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例（昭和 32年福岡市条例第

12号）第４条の規定により算出した延滞金を市に納付しなければならない。 

５ 会長は、第１項又は第４項の場合において、やむを得ない事情があると認め

るときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

（暴力団の排除） 

第 20条 会長は、暴排条例第６条の規定に基づき、本条に規定する排除措置を

講じるものとする。 

２ 会長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める

他の規定に関わらず、支援金を支給しないものとする。 

(1) 役員のうち暴力団員に該当する者があるもの 

(2) 役員のうち暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者があるもの 

３ 会長は、支援事業者が前項各号のいずれかに該当したときは、支援金の支給

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 会長は、支援事業からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため、

申請者又は支援事業者に対し、当該申請者又は支援事業者の役員の氏名（フリ

ガナを付したもの）、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めることができ

る。 

 

（書類の保存） 

第 21条 支援事業者は、支援事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿

等を当該支援事業開始時から５年間保管しなければならない。 

 

（届出の義務） 

第 22条 支援事業者は、商号もしくは名称又は本店、主たる営業所もしくは事

務所の所在地を変更し、合併し、解散し、代表者を変更し、又は業務の全部を

廃止することとなった場合は、速やかにその旨を会長に届け出なければなら

ない。 

 

（委任） 

第 23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に基づく支援金に関し必要な

事項は会長が定める。 
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附 則 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月 24日から施行する。 
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別表第１（第５条関係） 

支援対象経費 概要 

１ メタバースの企画・開発にかかる費用 ・人件費、機械等購入費    

２ メタバースの保守・運用にかかる費用 ・サーバー費用 

３ その他事業を実施するにあたり、必要な経費 ・広報経費   等 
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別表第２（第 10条関係） 

評価項目 

１ 事業内容に関する評価 

① クリエイティブ性 

新しく独創的なアイディアがあり、魅力的で面白い事業内容にな

っているか。 

② ビジネス展開 

事業拡大や販路拡大が見込まれ、着実に収益に繋がるような事業

となっているか。また、事業の認知度を高める工夫がなされてい

るか。 

２ メタバースに関する評価 

① メタバースの技術に関する評価 

メタバースとしてコンテンツの質が優れており、ユーザーコミュ

ニケーションの手法が多岐に渡っているか。また、安全管理やセ

キュリティ対策がなされているか。 

３ 実現可能性に関する評価 

① 実施主体に関する評価 

事業実施に必要な人員・組織体制が整っているか。また、事業を

適切に遂行するための技術力及びノウハウを有しているか。 

② 事業に関する評価 

事業の目的・内容が具体的であるか。事業化に至るまでの収支計

画及びスケジュールが具体的であり、妥当なものか。 

４ その他加点に関する評価 

① 上記項目以外において、エンターテインメント都市としてのブラ

ンディングへの寄与、福岡のクリエイティブ関連産業の振興等に

資する提案がなされているか。 

 


